
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２９年 

 

 

上尾市教育委員会４月定例会 

 議案資料 

議案資料 



 

 

 

目  次 
 

議案第２４号～第２７号、第３０号  

 【上尾市教育委員会が任用する一般職非常勤職員の任用に関する規則の制定について】 

 【上尾市教育委員会が任用する一般職非常勤職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則の 

制定について】 

 【上尾市教育委員会が任用する一般職非常勤職員をもって充てる職の設置に関する規則の制定 

について】 

 【上尾市社会教育指導員設置規則等を廃止する規則の制定について】 

【上尾市教育委員会が任用する一般職非常勤職員の勤務日数、勤務時間等に関する規程の制定 

について】 

◇資料……………………………………………………………………………………………………１ 

 

議案第２８号 

【上尾市立小・中学校使用教科用図書の採択に関する規則の一部を改正する規則の制定について】 

◇新旧対照表……………………………………………………………………………………………２ 

 

議案第２９号 

【上尾市立小・中学校管理規則の一部を改正する規則の制定について】 

◇新旧対照表……………………………………………………………………………………………７ 

 



 

 

 

議案第２４号～第２７号、第３０号 資料 

 

上尾市教育委員会が任用する一般職非常勤職員ついて、これまで職種ごとに

定めていた規則等を、新たに一括した規則で規定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上尾市教育委員会が任用する一般職非常勤職員の規則、規程を定める。 

○議案第２４号 上尾市教育委員会が任用する一般職非常勤職員の任用に関する規則 
「任期」「任用される一般職非常勤職員の要件」など任用に関し必要な事項を定める 

 
○議案第２５号 上尾市教育委員会が任用する一般職非常勤職員の勤務時間、休日及び休

暇に関する規則 
「勤務時間」「休日及び休暇」について必要な事項を定める 

 
○議案第２６号 上尾市教育委員会が任用する一般職非常勤職員をもって充てる職の設置

に関する規則 
「職の設置及びその職務」「定数」など一般職非常勤職員をもって充てる職に関し必要な
事項を定める 

 
○議案第３０号 上尾市教育委員会が任用する一般職非常勤職員の勤務日数、勤務時間等

に関する規程 
「１週間当たりの勤務日数」「勤務時間及びその割振り」「休憩時間」などの勤務条件に
関し必要な事項を定める 

 

※規則及び規程に定めのない事項については「地方公務員法」が適用される。 

 

○議案第２７号 上尾市社会教育指導員設置規則等を廃止する規則 

廃止する規則 

・上尾市社会教育指導員設置規則 

・上尾市教育相談員、学校適応指導教室指導員等設置規則 

・上尾市さわやか相談室相談員設置規則 

・上尾市子どもの読書活動支援センター協力員設置規則 

・上尾市文化財調査専門員設置規則 

－１－ 



 

 

 

議案第２８号 資料 

 

上尾市立小・中学校使用教科用図書の採択に関する規則の一部を改正する規則新旧対照表 

現   行  改  正  案  

（ 資 料 作 成 委 員 会 の 任 務 ）  （ 資 料 作 成 委 員 会 の 任 務 ）  

第 ５ 条  （ 略 ）  第 ５ 条  （ 略 ）  

２  （ 略 ）  ２  （ 略 ）  

３  資 料 作 成 委 員 会 は 、第 16条 に 規 定 す る 調 査 研

究 結 果 の 報 告 を 校 長 に 求 め る こ と が で き る 。  

３  資 料 作 成 委 員 会 は 、 市 立 学 校 に お け る 教 科 書

用 図 書 の 調 査 研 究 結 果 の 報 告 を 校 長 に 求 め る

こ と が で き る 。  

４  （ 以 降 略 ）  ４  （ 以 降 略 ）  

（ 資 料 作 成 委 員 会 の 組 織 ）  （ 資 料 作 成 委 員 会 の 組 織 ）  

第 ６ 条  資 料 作 成 委 員 会 は 、別 表 第 １ に 掲 げ る 資

料 作 成 委 員 を も っ て 組 織 し 、教 育 委 員 会 が 委 嘱

し 、 又 は 任 命 す る 。  

第 ６ 条  資 料 作 成 委 員 会 は 、 別 表 第 １ に 掲 げ る 資

料 作 成 委 員 を も っ て 組 織 し 、教 育 委 員 会 が 任 命

す る 。  

２  （ 以 降 略 ）  ２  （ 以 降 略 ）  

（ 資 料 作 成 委 員 会 の 会 議 ）  （ 資 料 作 成 委 員 会 の 会 議 ）  

第 ７ 条  （ 略 ）  第 ７ 条  （ 略 ）  

２  資 料 作 成 委 員 会 の 会 議 は 、委 員 の ３ 分 の ２ 以

上 の 出 席 が な け れ ば 、こ れ を 開 く こ と が で き な

い 。  

２  資 料 作 成 委 員 会 の 会 議 は 、 資 料 作 成 委 員 の ３

分 の ２ 以 上 の 出 席 が な け れ ば 、こ れ を 開 く こ と

が で き な い 。  

３ （ 略 ）  ３ （ 略 ）  

（ 資 料 作 成 委 員 の 任 期 ）  （ 資 料 作 成 委 員 の 任 期 ）  

第 ８ 条  資 料 作 成 委 員 の 任 期 は 、委 嘱 又 は 任 命 の

日 か ら 当 該 年 度 の ８ 月 31日 ま で と す る 。  

第 ８ 条  資 料 作 成 委 員 の 任 期 は 、 任 命 の 日 か ら 当

該 日 の 属 す る 年 度 の ８ 月 31日 ま で と す る 。  

（ 専 門 部 会 の 任 務 ）  （ 専 門 部 会 の 任 務 ）  

第 ９ 条  （ 略 ）  第 ９ 条  （ 略 ）  

（ 専 門 部 会 の 組 織 ）  （ 専 門 部 会 の 組 織 ）  

第 10条  専 門 部 会 は 、別 表 第 ２ に 掲 げ る 専 門 部 会

委 員（ 教 科 用 図 書 に つ い て 専 門 的 な 調 査 研 究 を

行 う 者 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） を も っ て 組 織 し 、

教 育 委 員 会 が 委 嘱 し 、 又 は 任 命 す る 。  

第 10条  専 門 部 会 は 、 別 表 第 ２ に 掲 げ る 専 門 部 会

委 員（ 教 科 用 図 書 に つ い て 専 門 的 な 調 査 研 究 を

行 う 者 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） を も っ て 組 織 し 、

教 育 委 員 会 が 任 命 す る 。  

２  （ 略 ）  ２  （ 略 ）  

 ３  専 門 部 会 長 は 、 各 専 門 部 会 の 専 門 部 会 委 員 の

互 選 に よ り 定 め る 。  

－２－ 



 

 

 

３  専 門 部 会 長 は 、各 専 門 部 会 の 代 表 と し て 資 料

作 成 委 員 を 務 め る と と も に 、 会 務 を 総 理 す る 。 

４  専 門 部 会 長 は 、 会 務 を 総 理 す る 。  

（ 専 門 部 会 の 会 議 ）  （ 専 門 部 会 の 会 議 ）  

第 11条  （ 略 ）  第 11条  （ 略 ）  

（ 専 門 部 会 委 員 の 任 期 ）  （ 専 門 部 会 委 員 の 任 期 ）  

第 12条  専 門 部 会 委 員 の 任 期 は 、委 嘱 又 は 任 命 の

日 か ら 当 該 年 度 の ８ 月 31日 ま で と す る 。  

第 12条  専 門 部 会 委 員 の 任 期 は 、 任 命 の 日 か ら 当

該 日 の 属 す る 年 度 の ８ 月 31日 ま で と す る 。  

（ 守 秘 義 務 ）  （ 守 秘 義 務 ）  

第 13条  （ 略 ）  第 13条  （ 略 ）  

（ 欠 格 事 項 ）  （ 欠 格 事 項 ）  

第 14条   （ 略 ）  第 14条   （ 略 ）  

(１ )  （ 略 ）  (１ )  （ 略 ）  

(２ ) 顧 問 、参 与 、嘱 託 等 名 称 の い か ん を 問 わ ず 、

事 実 上 教 科 用 図 書 発 行 者 の 事 業 の 運 営 に 重 要

な 影 響 力 を 有 し て い る 者  

(２ ) 顧 問 、参 与 、嘱 託 等 名 称 の い か ん を 問 わ ず 、

事 実 上 教 科 用 図 書 発 行 者 の 事 業 の 運 営 に 重 要

な 影 響 力 を 有 す る 者  

(３ ) 過 去 ４ 年 間 に 、教 科 用 図 書 及 び 教 師 用 指 導

書 の 著 作 及 び 編 集 に 関 与 し た 者（ 事 実 上 著 作 に

参 加 し 、 又 は 協 力 し た 者 を 含 む 。 ）  

(３ ) 過 去 ４ 年 間 に 、 教 科 用 図 書 及 び 教 師 用 指 導

書 の 著 作 及 び 編 集 に 関 与 し た 者（ 事 実 上 著 作 に

参 加 し 、又 は 協 力 し た 者 を 含 む 。次 号 に お い て

同 じ 。 ）  

(４ ) 著 作 者 が 団 体 で あ る 場 合 は 、そ の 団 体 の 役

員 及 び こ れ に 準 ず る 者 並 び に こ れ ら の 配 偶 者

及 び 三 親 等 内 の 親 族  

(４ ) 教 科 用 図 書 及 び 教 師 用 指 導 書 の 著 作 及 び 編

集 に 関 与 し た 者 が 団 体 で あ る 場 合 は 、そ の 団 体

の 役 員 及 び こ れ に 準 ず る 者 並 び に こ れ ら の 配

偶 者 及 び 三 親 等 内 の 親 族  

(５ ) そ の 他 、教 科 用 図 書 発 行 者 の 事 業 の 運 営 に

重 要 な 影 響 を 有 す る 者  

(５ ) そ の 他 教 科 用 図 書 発 行 者 の 事 業 の 運 営 に 重

要 な 影 響 力 を 有 す る 者  

（ 解 嘱 等 ）  （ 解 任 ）  

第 15条  教 育 委 員 会 は 、資 料 作 成 委 員 及 び 専 門 部

会 委 員 が 次 の 各 号 の い ず れ か の 事 由 に 該 当 す

る と き は 、任 期 の 途 中 で あ っ て も 解 嘱 し 、又 は

解 任 す る こ と が で き る 。  

第 15条  教 育 委 員 会 は 、 資 料 作 成 委 員 及 び 専 門 部

会 委 員 が 次 の 各 号 の い ず れ か の 事 由 に 該 当 す

る と き は 、任 期 の 途 中 で あ っ て も 解 任 す る こ と

が で き る 。  

(１ ) 本 人 か ら 辞 任 の 申 出 が あ っ た と き 。  (１ ) 本 人 か ら 辞 任 の 申 出 が あ っ た と き 。  

(２ )  病 気 そ の 他 の 理 由 に よ り 職 務 が 遂 行 で き

な く な っ た と き 。  

(２ ) 病 気 そ の 他 の 理 由 に よ り 職 務 が 遂 行 で き な

く な っ た と き 。  

(３ )  委 員 と し て ふ さ わ し く な い 行 為 が あ っ た

と き 。  

(３ ) 委 員 と し て ふ さ わ し く な い 行 為 が あ っ た と

き 。  

(４ ) 前 ３ 号 に 掲 げ る も の の ほ か 、教 育 委 員 会 が

委 員 を 解 任 す る 必 要 が あ る と 認 め た と き 。  

(４ ) 前 ３ 号 に 掲 げ る も の の ほ か 、 教 育 委 員 会 が

資 料 作 成 委 員 又 は 専 門 部 会 委 員 を 解 任 す る 必

要 が あ る と 認 め た と き 。  

－３－ 



 

 

 

（ 市 立 学 校 に お け る 調 査 研 究 結 果 ）   

第 16条  資 料 作 成 委 員 会 は 専 門 部 会 の 作 成 し た

全 て の 教 科 用 図 書 の 調 査 研 究 結 果 の ほ か 、市 立

学 校 に お け る 教 科 用 図 書 の 調 査 研 究 結 果 を 選

定 資 料 作 成 の 参 考 に す る こ と が で き る 。  

 

（ 採 択 さ れ た 教 科 用 図 書 の 周 知 ）  （ 採 択 さ れ た 教 科 用 図 書 の 周 知 ）  

第 17条  教 育 委 員 会 は 、採 択 し た 教 科 用 図 書 を 広

く 市 民 の 閲 覧 に 供 す る た め 、閲 覧 方 法 等 の 周 知

に 努 め る も の と す る 。  

第 16条  教 育 委 員 会 は 、 採 択 し た 教 科 用 図 書 を 広

く 市 民 の 閲 覧 に 供 す る た め 、閲 覧 方 法 等 の 周 知

に 努 め る も の と す る 。  

（ 庶 務 ）  （ 庶 務 ）  

第 18条  資 料 作 成 委 員 会 及 び 専 門 部 会 に 関 す る

庶 務 は 、教 育 委 員 会 学 校 教 育 部 指 導 課 に お い て

処 理 す る 。  

第 17条  資 料 作 成 委 員 会 及 び 専 門 部 会 に 関 す る 庶

務 は 、教 育 委 員 会 学 校 教 育 部 指 導 課 に お い て 処

理 す る 。  

（ そ の 他 ）  （ そ の 他 ）  

第 19条  こ の 規 則 に 定 め る も の の ほ か 、必 要 な 事

項 は 別 に 定 め る 。  

第 18条  こ の 規 則 に 定 め る も の の ほ か 、 必 要 な 事

項 は 別 に 定 め る 。  

（ 以 下 略 ）  （ 以 下 略 ）  

別 表 第 １ （ 第 ６ 条 関 係 ）  別 表 第 １ （ 第 ６ 条 関 係 ）  

資 料 作 成 委 員 会  資 料 作 成 委 員 会  

 資 料 作 成 委 員    資 料 作 成 委 員   

 校 長 会 代 表（ 小・中 学 校 か ら １

名 ず つ ）  

２ 人    上 尾 市 小 学 校 長 会 長  １ 人   

上 尾 市 中 学 校 長 会 長  １ 人  

 各 専 門 部 会 の 代 表  ９ 人    教 育 委 員 会 か ら 調 査 依 頼 さ れ

た 小 学 校 及 び 中 学 校 の 教 科 に

係 る そ れ ぞ れ の 専 門 部 会 長  

そ れ ぞ れ

１ 人  

 

 教 育 委 員 会 学 校 教 育 部 指 導 課

事 務 局 職 員  

２ 人    教 育 委 員 会 事 務 局 職 員  ２ 人   

別 表 第 ２ （ 第 10条 関 係 ）  別 表 第 ２ （ 第 10条 関 係 ）  

専 門 部 会  専 門 部 会  

小 学 校  小 学 校  

 教 科 ご と の 専 門 部 会  分 掌  

種 目 等  

専 門 部 会

委 員  

   教 科 ご と の 専 門 部 会  分 掌  

種 目 等  

専 門 部 会

委 員  

 

 国 語 教 科 用 図 書 調 査 研

究 専 門 部 会  

国 語 、

書 写  

校 長 又 は

教 頭 若 し

く は 主 幹

教 諭 等 か

ら ７ 人 以

内  

  各 教 科  国 語 教 科 用 図 書 調 査

研 究 専 門 部 会  

国 語 、

書 写  

校 長 、 教

頭 及 び 主

幹 教 諭 等

か ら ７ 人

以 内  

 

 社 会 教 科 用 図 書 調 査 研

究 専 門 部 会  

社 会 、

地 図  

   社 会 教 科 用 図 書 調 査

研 究 専 門 部 会  

社 会 、

地 図  

 

 算 数 教 科 用 図 書 調 査 研

究 専 門 部 会  

算 数     算 数 教 科 用 図 書 調 査

研 究 専 門 部 会  

算 数   

－４－ 



 

 

 

 理 科 教 科 用 図 書 調 査 研

究 専 門 部 会  

理 科     理 科 教 科 用 図 書 調 査

研 究 専 門 部 会  

理 科   

 生 活 教 科 用 図 書 調 査 研

究 専 門 部 会  

生 活     生 活 教 科 用 図 書 調 査

研 究 専 門 部 会  

生 活   

 音 楽 教 科 用 図 書 調 査 研

究 専 門 部 会  

音 楽     音 楽 教 科 用 図 書 調 査

研 究 専 門 部 会  

音 楽   

 図 画 工 作 教 科 用 図 書 調

査 研 究 専 門 部 会  

図 画 工

作  

   図 画 工 作 教 科 用 図 書

調 査 研 究 専 門 部 会  

図 画 工

作  

 

 家 庭 教 科 用 図 書 調 査 研

究 専 門 部 会  

家 庭     家 庭 教 科 用 図 書 調 査

研 究 専 門 部 会  

家 庭   

 体 育 教 科 用 図 書 調 査 研

究 専 門 部 会  

保 健     体 育 教 科 用 図 書 調 査

研 究 専 門 部 会  

保 健   

  特 別 の

教 科  

道 徳 教 科 用 図 書 調 査

研 究 専 門 部 会  

道 徳    

   

中 学 校   中 学 校  

 教 科 ご と の 専 門 部 会  分 掌 種 目 等  専 門 部 会

委 員  

   教 科 ご と の 専 門 部 会  分 掌 種

目 等  

専 門 部 会

委 員  

 

 国 語 教 科 用 図 書 調 査

研 究 専 門 部 会  

国 語 、 書 写  校 長 又 は

教 頭 若 し

く は 主 幹

教 諭 等 か

ら ７ 人 以

内  

  各 教 科  国 語 教 科 用 図 書 調 査

研 究 専 門 部 会  

国 語 、

書 写  

校 長 、 教

頭 及 び 主

幹 教 諭 等

か ら ７ 人

以 内  

 

 社 会 教 科 用 図 書 調 査

研 究 専 門 部 会  

地 理 的 分 野  

歴 史 的 分 野  

公 民 的 分 野  

地 図  

   社 会 教 科 用 図 書 調 査

研 究 専 門 部 会  

地 理 的

分 野  

歴 史 的

分 野  

公 民 的

分 野  

地 図  

 

 数 学 教 科 用 図 書 調 査

研 究 専 門 部 会  

数 学     数 学 教 科 用 図 書 調 査

研 究 専 門 部 会  

数 学   

 理 科 教 科 用 図 書 調 査

研 究 専 門 部 会  

理 科     理 科 教 科 用 図 書 調 査

研 究 専 門 部 会  

理 科   

 音 楽 教 科 用 図 書 調 査

研 究 専 門 部 会  

音 楽     音 楽 教 科 用 図 書 調 査

研 究 専 門 部 会  

音 楽   

 美 術 教 科 用 図 書 調 査

研 究 専 門 部 会  

美 術     美 術 教 科 用 図 書 調 査

研 究 専 門 部 会  

美 術   

 保 健 体 育 教 科 用 図 書

調 査 研 究 専 門 部 会  

保 健 体 育     保 健 体 育 教 科 用 図 書

調 査 研 究 専 門 部 会  

保 健 体

育  

 

－５－ 



 

 

 

 技 術・家 庭 教 科 用 図 書

調 査 研 究 専 門 部 会  

技 術 分 野  

家 庭 分 野  

   技 術・家 庭 教 科 用 図 書

調 査 研 究 専 門 部 会  

技 術 分

野  

家 庭 分

野  

 

 外 国 語 教 科 用 図 書 調

査 研 究 専 門 部 会  

英 語     外 国 語 教 科 用 図 書 調

査 研 究 専 門 部 会  

英 語   

  特 別 の

教 科  

道 徳 教 科 用 図 書 調 査

研 究 専 門 部 会  

道 徳    

  

 

－６－ 



 

 

 

議案第２９号 資料 

 

上尾市立小・中学校管理規則の一部を改正する規則  新旧対照表  

現   行  改  正  案  

（事務主幹等）  （事務主幹等）  

第 14条の５  （略）  第 14条の５  （略）  

２  （略）  ２  （略）  

３  事務主査は、上司の命を受け、

困難な事務に従事する。  

３  事務主査は、上司の命を受け、

困難な事務をつかさどる。  

４  事務主任及び主任専門員は、上

司の命を受け、相当困難な事務に

従事する。  

４  事務主任及び主任専門員は、上

司の命を受け、相当困難な事務を

つかさどる。  

５  事務主事及び専門員は、上司の

命を受け、事務に従事する。  

５  事務主事及び専門員は、上司の

命を受け、事務をつかさどる。  

６  （略）  ６  （略）  

 

 

－７－ 


